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会 議 次 第 

１ 開会 宇津木課長 
２ 挨拶 石川管理者、吉田会長 
３ 審議事項 
（１） 諮問書の交付 
（２） 社会資本総合整備計画の事後評価について 
４ その他 事務局 
５ 閉会 

配 付 資 料 

 事前配付 
 ・諮問書（写） 
 ・社会資本総合整備計画事後評価調書 
 当日配付 
 ・次第 
 ・資料（普及率及び交付金推移表）  
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会 議 の 経 過 

発 言 者  発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 

会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜開会・挨拶＞ 
 

ただいまから、平成２６年度第１回坂戸、鶴ヶ島下水道組合下

水道事業運営審議会を開会いたします。 

現在の出席者８名全員でございます。 

従いまして、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会条

例第６条第２項の規定により、定足数に達しておりますので、本

会議は成立いたしましたことを御報告いたします。 

 

石川管理者から御挨拶を申し上げます。 

 

（管理者挨拶 ） 

 

 ありがとうございました。 

 

吉田会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶 ） 

 

 ありがとうございました。 

 
＜審議事項＞ 

 

それでは、次第に基づきまして審議事項に入らせていただきま

す。 

なお、議事の進行につきましては、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下

水道事業運営審議会条例第６条第１項の規定により、吉田会長に

お願いいたします。 

 

＜審議事項（１）＞ 

 

それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

審議事項の前に、本日の会議における傍聴希望者はおりません

ので御報告いたします。 

なお、会議録の署名につきましては、坂戸、鶴ヶ島下水道組合

下水道事業運営審議会運営規則第５条に会長の指名した２人以上

の委員が署名しなければならないと規定されておりますので、私

から指名させていただきたいと思います。 
会議録署名委員に髙橋委員さんと森田委員さんにお願いしたい

と思います。髙橋委員さんと森田委員さんよろしいでしょうか。 

 

（髙橋委員、森田委員了承の声） 

 

また、本審議会の会議及び会議録につきましては、公開が原則

となっております。 

それでは、審議事項に移らせていただきます。 
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事 務 局  
 
 
 

管 理 者  
 

事 務 局  
 
 
 
 

会 長 
 
 
 
 
 

事 務 局  
 

会 長 
 
 

委 員 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 

会 長 
 
 

事 務 局  
 

会 長 
 
 

委 員 
 
 
 
 
 

はじめに、審議事項（１）に入ります。事務局よりお願いしま

す。 

 

それでは、ここで管理者より諮問書の交付がございます。 

なお、諮問書の受理につきましては吉田会長にお願いいたしま

す。 

 

よろしくお願いいたします。（管理者から会長へ諮問書交付） 

 

ありがとうございました。管理者におかれましては、他の公務

がございますので、ここで退席をさせていただきます。 

 

＜審議事項（２）＞ 

 

次に、審議事項（２）の「社会資本総合整備計画の事後評価に

ついて」を議題といたします。 

はじめに、事務局より内容説明を求めます。 

なお、調書は項目ごとに説明し、その都度委員の皆さんから御

質問・御意見を伺いたいと思います。 

 

社会資本総合整備計画事後評価調書の １ 計画の概要 説明 
 
御質問・御意見を伺いたいと思います。 
委員の皆さん何かございますか。 
 
下水道処理人口普及率６４．９％から６８．６％についての構

成市割合をお示し願います。 
 
こちらにつきましては、資料を作成してありますので配付させ

ていただいてよろしいでしょうか。 
（各委員へ資料配付） 
ただいまのご質問についての回答でございますが、最新のもの

で申しますと普及率組合全体で６９．３％、坂戸市６６．２％、

鶴ヶ島市７４．４％、流域分を含めると７７．２％、川越市１０

０％でございます。 
 
次に「２  評価指標の最終目標値の実現（事業効果の発現状

況）」について説明をお願いします。  
 
２ 評価指標の最終目標値の実現（事業効果の発現状況）説明 
 
御質問・御意見を伺いたいと思います。 
委員の皆さん何かございますか。 
 

防災・安全交付金創設により平成２５年度事業費を減額した事

業費について、また防災・安全交付金を加えた場合の達成率をお

示し願います。 

また、北坂戸水処理センターについて、石井水処理センターに

継承予定とのことでありますが、その時期についてお示し願いま

す。 
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事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 

会 長 
 

委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 
 

会 長 
 
 

事 務 局  
 

防災・安全交付金についてお答えします。 

防災・安全交付金創設により移行した平成２５年度の事業費は

１７，３４０千円となり、その分を加味した６ページの執行額、

進捗率はそれぞれ３５，６４０千円、２３．８％となります。 

また、平成２５年度の整備延長は２．４ｋｍで、平成２４年度

分１．８ｋｍと合わせて合計４．２ｋｍとなり、防災・安全分を

加えた達成率は３９．６％となります。 

 

北坂戸の統合の時期でございますが、現在の全体計画は平成３

６年度を目標年度としておりますが、当該計画に水処理センター

の統廃合は位置付けられておりません。したがいまして平成３６

年度以降高度処理への移行等と併せ統廃合に着手するものと見込

んでおります。 

 

他にございますか。 

 

２ページの所見の中で、「面整備事業へ最優先で配分」について

の決め方についてお聞きしたい。 

また、３ページの所見の中で、平成２３年度に実施したことに

より、工事の着手が延伸したこととあるが、平成２２年度から実

施していれば未達成にならなかったと私は解釈しますがどうです

か。 

最後に、２ページから５ページの表中に「H25 末」と記載されて

いるが、これは年末の１２月を示すのか、年度末を示すのかお聞

きしたい。１ページでは、計画の期間が年度表示となっているの

で、市民へ公表するので分かりやすく統一した方が良いのではあ

りませんか。 

 

組合への交付金の内示につきましては、個々の事業で来るわけ

でなく一本で内示が来ます。要望に対して満額は付きませんが、

その中で構成市と優先的にどこに充てるか協議をしております。

面整備につきましては、工事の実施前年度に実施設計の住民説明

会を実施し、その中で翌年度には工事をする約束をしているの

で、組合としましては面整備を最優先に充てるという形で事業の

運営をしております。 

 

西坂戸地区管路施設の長寿命化につきましては、国交省及び埼

玉県との協議が整わなかったため、平成２３年度になりました。 

また、「H25 末」についてでありますが、２５年度末を表現、意

味しております。 

こちらにつきましては、社会資本総合整備計画の中では H25 末

という表現を使用しておりますが、これでは公表するにあたり分

かりにくいとの御指摘をいただきましたので、２５年度末という

表現に訂正させていただきたいと思います。 

 

次に、「３ 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状

況」について説明をお願いします。 

 

 ３ 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況説明 
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会 長 
 
 

委 員 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 

委 員 
 

事 務 局  
 

会 長 
 

委 員 
 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 

会 長 
 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 長 
 

委 員 
 
 
 

 御質問・御意見を伺いたいと思います。 
委員の皆さん何かございますか。 

 

 調書に関しては、市民が見てわかり易いものを作成していただ

きたい。普及率を算出した人口を記載するのはいかがですか。 

 また、水処理センター長寿命化の実施により施設がどの位延命

できるのか確認したい。 

 

 人口を記載することは可能でありますが、実際の行政人口とは

違ってしまいます。 

 また、色々な人口の表示が出てしまうと、分かりづらいものと

なってしまうおそれがあります。 

 

具体的に普及率を求めた人口を教えていただきたい。 

 

（普及率算出の人口を読み上げる。） 

 

今、読み上げた数字をいれますか。 

 

私は、パーセント表示だけの方がシンプルで分かり易いと思い

ます。 

 色々な数字が出て複雑になってしまうと、かえって分かりづら

いものになってしまうと思います。 

  

 人口の表示につきましては議会へ報告し、また行政報告書で行

政人口や普及率は公表しておりますので、この事後評価調書につ

きましては、パーセントの表示で記載させていただきたいと思い

ます。 

 

 パーセント表示でよろしいですか。 

 
（委員 了承の声） 
 
石井水処理センター長寿命化事業によりどの位耐用年数が延命

できるかについてお答えします。 
西坂戸地区管路長寿命化事業につきましては、管渠の工事であ

りますので耐用年数につきましては５０年となります。 
続きまして、石井水処理センター直流電源装置・UPS（更新）

事業につきましては、電気工事になりますので耐用年数は１０年

から１５年になります。 
最後に、北坂戸水処理センター脱水機更新事業につきまして

は、機械及び電気の更新工事になりますので耐用年数は１０年か

ら１５年になります。 
 
他に何かありますか。 
 
６ページの A1－石－6 について平成２４年度事業完了となって

いますが、１ページの計画の概要の中では（H26.5）A1－石－6
事業に合わせ、計画事業費を増額変更した。となっていますが、

平成２４年度事業完了となっているものが、H26.5 に増額変更し
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会 長 
 
 
 

会 長 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委 員 
 

会 長 
 
 

事 務 局  
 

会 長 
 
 

委 員 
 
 

事 務 局  
 
 
 
 
 

会 長 
 
 
 

たになっているのは、矛盾しているのではありませんか。 
 
ここで休憩といたします。 
 
（休憩終了） 
 
再開いたします。事務局お願いします。 
 
６ページの事業について説明させていただきます。 
記載してあります事業の中で実際に繰越しをした事業は、A１－

石－1 石井処理区汚水管渠整備事業の管渠工事の一部が、当該年度

の３月３１日までに終了しなかったため繰越明許となりました。 
今、お話に出ています A1－石－6 石井水処理センター長寿命化

事業再構築基本設計（水処理監視制御）につきましては、記載の

とおり平成２４年度に事業及び支払いにつきましても完了してお

ります。 
ただ、国庫補助事業の手続といたしましては、事業の一部だけ

を繰越すものではなく、その年度事業全体の交付金が繰越しとな

りますので、２４年度に事業が完了しているものも含めてすべて

が２５年度への繰越しとなりました。 
また、２５年度の完了実績を提出する時期が２６年５月とな

り、その時点で A1－石－6（水処理監視制御）の事業費が６００

万円のままでありましたので、この金額では計画以上の事業を実

施したことになりますので、県と相談した結果、事業は２４年度

に完了しておりますが、２６年５月に書類上事業費の増額変更を

させていただきました。 
 
わかりました。 
 
他にありますか。 
それでは、４ 今後の方針等について説明をお願いします。 
 
４ 今後の方針等 説明 
 
御質問・御意見を伺いたいと思います。 
委員の皆さん何かございますか。 

 

平成２５年度から防災・安全に引き継いだとありますが、どの

様な補助金となったか説明願います。 
 
社会資本整備総合交付金より、処理場と管渠が防災・安全交付

金へと移行し、概要につきましては、地域住民の命と暮らしを守

るために、現在ある施設を長寿命化計画に基づき改築していく事

業になりました。 
なお、補助率の変更はありません。 
 
他に御意見・御質問はありませんか。 
なければ、今回諮問された事項につきましては、妥当とするこ

とでよろしいでしょうか。 
なお、出された御意見のうち重要とされるものについては、付
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委 員 
 

会 長 
 
 
 
 

会 長 
 

事 務 局  
 

会 長 
 
 

委 員 
 

会 長 
 
 
 
 

会 長 
 
 

委 員 
 

会 長 
 

事 務 局  
 
 

会 長 

帯として付け加え、よろしければ答申案を作成することとしてよ

ろしいでしょうか。 
 
（異議なしの声） 
 
事務局で答申案をまとめていただきたいと思います。 
その間、休憩といたします。 
 
（休憩終了） 
 
再開いたします。事務局お願いします。 
 
（答申案配付、答申案説明） 
 
審議会の意見といたしましては、ただいまの答申案のとおり管

理者へ答申することとしてよろしいでしょうか。 
 
（異議なしの声） 
 
それでは、後日管理者へ答申することといたします。 
以上で、審議事項につきましては終了といたします。 
 
＜その他＞ 
 
次に、４「その他」を議題といたします。 
委員の皆さんから何か御質問等はございますか。 
 
（ 特になしの声 ） 
 
事務局からは何かありますか。 
 
平成２７年度の審議会については、使用料等の見直し経営関係

を諮問する予定でありますので、よろしくお願いいたします。 
 
それでは以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただ

きます 
長時間の御協力をいただきまして、ありがとうございました。 
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